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１．研究目的

住民ネットワークが希薄
祭りの実施が困難

未来

現在

他団体との連携によって、
住民ネットワークの活性化の可能性

ボランティアと協働し、
住民ネットワークの活性化
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今回の発表で用いる
ソーシャルキャピタル（SC）の定義

→パットナム（2001）
「信頼・規範・ネットワークなどの社会的仕組み
の特徴」
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２．先行研究

◆稲葉陽二（２０１６）

祭とソーシャルキャピタルの関係性について「祭は
まさに、結束型、橋渡し型、リンキングなソーシャル
キャピタルの総合醸成装置ということになる。」

と述べている。
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２．先行研究

◆稲葉陽二（２０１６）

・橋渡し型SC

「バックグラウンドが異なる者同士のSC」
・結束型SC

「同じバックグラウンドをもつ者同士のSC」

・リンキングなSC

橋渡し型のSCのうち「ある種の上下関係を結びつけるもの」
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◆樋口博美（２０１４）

ボランティアにとって大切なことについて、「町内が主体の
祭りであるという『祭の「主旨」を理解してもらうこと』が、
“運営” 組織・集団にとって重要なことなのである」
と述べている。

◆浅野英一（２０１３）

ボランティア活動について「協働体験から生まれる一体感や
新たなネットワーク作りは健全な市民社会を築く力となる」
と述べている。

２．先行研究
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祭りの主旨を理解し、
地域外のボランティアが地域に行う活動

先行研究まとめ

・地域住民、活動する地域外からのボランティア
双方にメリット

・地域内のネットワークを強固にし、ソーシャルキャピタル
の醸成及び、祭りの継承、存続に有意義
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３．美山町について

・5つの地区（知井、平屋、宮島、鶴ケ岡、大野）
から構成され、町の96％は森林で覆われており、
田園風景・かやぶきの民家などの日本の原風景が
色濃く残っている。
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３.  美山町について

 道の駅「ふらっと美山」
（平屋）での特産品販売

 地域出資型店舗の「タナセン」
（鶴ケ岡）の設置

など・・・

地域活性化の取り組みを幅広く実行している
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美山町の人口について

美山町の2019年現在の総人口は3,730人、
殿区の2019年現在の総人口は68人。

2019年現在の美山町の高齢化率は46.64%、

殿区の高齢化率は44.93%

全国平均と比較して高い傾向

全国平均は２８．１％
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４．上げ松について

上げ松（柱松）は主に西日本に分布

美山町の場合は若狭街道に分布する

柱松の部類に含まれる

南丹市美山町鶴ヶ丘地区、知井地区

の中の４カ所で伝承されている火祭り

毎年８月24日の20時ごろから30分間

ほど開催
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４．上げ松について

・高さ20m以上の灯篭（トロ木）

・松の葉などの燃えやすい葉を入れ、
火受けに松明に付いた火を放ち点火

以上が愛宕権現への火伏せと豊作を
願った献灯となる

トロ木

火受け
（モジ）
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５.調査一覧

①鶴ケ岡振興会会長下田敏晴さんへインタビュー

（2019年7月12日）

②元美山観光協会会長神田和行さんへインタビュー

（同年8月23日）

③上げ松の準備運営に参加している方へ

インタビューと参与観察

（同年8月24～25日）
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下田さん、神田さんへのインタビュー

上げ松を継承するためにモジ製作の簡素化や

空き家を整備して定住化を図っている

一方で定住が進まず、空き家が余っている

地域の高齢化で人口が減少し、

上げ松の担い手不足に悩んでいる
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下田さん、神田さんへのインタビュー

現状は、神事を世俗化する事への

葛藤もありつつも開催日の変更や

他地域の人も上げ松に参加してもらうつもり
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地域住民へのインタビュー

日程の変更、他地域の人の参加には賛成

上げ松の開催の度に、地域外で働く
地域住民が帰ってきてほしい

地域外の若者が美山を訪れ高齢者には
出来ない事をボランティアなどの形で
受け持って欲しい
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🔶上げ松に求めること
→結束型SC、橋渡し型SCとしての機能

🔶地域が求めていること
→高齢者にはできないボランティア、空き家の活用

地域ネットワークを強固にするために、
ボランティアを用いて地域内外をつなぐ
SCを醸成する必要性

６.考察

20



ボランティア・ツーリズムに
よる地域活性化
ネットワークの活性化に向けて

🔶政策提言🔶
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７．政策提言

ボランティア・ツーリズム(VT)

「ボランティア活動が旅程に含まれる旅行」依田（2011）

参加動機は利己的・利他的心理

参加者間、地域とのネットワーク形成の可能性

→主体的な地域活動の参加促進

→地域との継続的な協働が生まれる

🔶理由
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地域
旅行代理店

NPO NGO

観光客

協働者 協働者

目標

労力・知識提供

参加機会・宿舎提供

VTの仕組み
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活動内容

・乗船体験
・夏祭りの手伝い
・酒醸造の体験

など・・・

JTBが企画

1年間を通した
地域の需要創出

震災復興
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🔶美山でのVTのしくみ

振興会と旅行代理店、NPO、NGOなどが連携

季節ごとの旅行ツアーを設け観光客を募る

（内容：上松の準備運営の手伝い、雪かき など・・・）

有料で空き家を宿泊場所として提供

参加者は事前研修として地域の現状の説明、

ボランティアに求められる役割、上げ松の意味

を理解してもらい、ボランティア・観光を実施
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◆問題点

どのようにVTに継続性を持たせるのか

解決策

→ツアー終了後も地域と参加者が

つながる仕組みづくりが重要

依田（2013）より
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美山町、または振興会は参加者に

月二回程度メールやチラシなどでイベント情報、

次回使える割引券や友人割引券など送付

参加者が社会にSNSなどで発信し、VTの取り組み

が広まる機会が増える

地域に魅力を感じた人がVTに参加

継続性の付与

🔶VT継続への取り組み
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美山町
旅行会社

観光客

協働者 協働者
ネットワーク

活性化

労力・知識提供

参加機会・宿舎提供

美山でのＶＴ場合

28



８.終わりに

29

VT実施

つながりの機会の創出

結束型、橋渡し型SCの醸成
新たなネットワークの構築

美山

参加者

VT

住民ネットワークの活発化
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ご清聴ありがとうございました！

32


